
項目 取組実績

物品利活用マッチングシス
テムの活用

　所属間で物品を融通し合う「物品利活用マッチングシステム」（①譲ります・譲ってください、②三重
県リサイクルセンター、③物品の共同利用）を活用し、物品の購入を必要最小限にした。

物品購入利活用書の作成 　高額物品を取得する際の検討資料や物品購入後の利用状況の確認資料とするため、各部局にお
いて予算要求に合わせて物品購入利活用書を作成した。同利活用書については、「みえ物品利活用
方針」に沿った内容であるかの確認を行い、作成した利活用書をもとに、下記「２　物品の適正な管
理」において購入後の物品が取得目的に適った利用がなされているかを確認した。

　令和７年度当初予算　５所属（物品数２４件）
　令和７年度補正予算　該当なし
　令和８年度当初予算　５所属（物品数２９件）

高額物品における物品購
入利活用書、備品利用記
録簿、備品チェックシート
による現状把握

　購入時に作成した物品購入利活用書により、取得目的に適った利活用がなされているか確認を
行った。
　また、高額物品の利用状況を把握するため、所属における自己検査、出納局の事後検査等におい
て、各所属が保有する高額物品について作成した備品利用記録簿と備品チェックシートにより、物品
購入利活用書記載の利用目的等を参考に利用状況を確認した。

物品利活用マッチングシス
テムの活用（再掲）

　所属間で物品を融通し合う「物品利活用マッチングシステム」（①譲ります・譲ってください、②三重
県リサイクルセンター、③物品の共同利用）を活用し、各所属で保有している物品の全庁的な有効利
用を図った。

物品の利用向上 　各部局で利用頻度が低いと判断したものは、有効活用等を検討し、積極的な利用向上に努めた。
特に、高額物品については、物品購入利活用書や備品利用記録簿、備品チェックシートによる現状
把握を行い、利用向上を図った。

不用物品の処分（売却、廃
棄）の推進

　有効活用に努めたうえで、なお利用できない等の物品については、「物品処分基準」に基づき処分
（売却、廃棄）に努めた。

処分の集約化 　所属単位では数量が見込めず効果的な売却ができないパソコン等（本庁及び各地域機関の不用パ
ソコン、液晶ディスプレイ、サーバー等）の小型家電を全庁的に集約し、売却した。
　（令和７年１２月に売却。売却金額 ３，０１５，７４９円（税込））

　【参考】仮にパソコンや液晶ディスプレイを廃棄処分した場合の処分費　３，９４８，０００円
　　　　　　（パソコン、液晶ディスプレイ　１，３１６台×３，０００円で試算）

インターネットオークション
による売却

　インターネットオークションを利用して、不用物品を売却した。
　（９月に７件出品。売却金額　合計１，０１０，３００円）

物品利活用推進会議等の
開催

　「みえ物品利活用方針」に基づく取組を推進するため、物品利活用推進会議、同作業部会を開催し
た。

　　物品利活用推進会議　２回開催（４月１５日、３月１９日）
　　　　　同　　　作業部会　３回開催（５月２３日、１２月８日、２月１０日）

４　利用見込みのない物品の処分

５　その他

１　物品の計画的・効率的な取得

令和７年度取組実績について

２　物品の適正な管理

３　物品の有効活用


